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一
、
蛍
地
に
寄
親
無
之
足
経
・
本
参
長
柄
・
御
小
人
御
供
廻
・
家
中
役

人
可
致
裁
許
事
。

一
、
足
韓
之
分
指
む
か
ひ
の
指
物
は
可
申
付
候
。
一
人
し
て
か
た
げ

荷
・
か
づ
き
荷
は
可
致
用
拾
事
。

一
、
足
騒
・
御
小
人
・
家
中
役
人
共
に
、
休
日
一
ヶ
月
に
三
日
た
る
ペ

し
。
英
外
金
三
日
・
正
月
三
日
・
五
節
伺
・
御
一
門
様
方
御
年
忌
於
江

戸
御
法
事
有
之
刻
、
震
休
可
申
事
ρ

一
、
御
普
紛
無
之
、
三
日
之
外
篇
休
候
刻
は
、
人
数
瞥
付
命
所
h
断、

押
切
を
取
置
可
申
事
。

一
、
飯
帯
・
小
屋
呑
之
俄
は
、
様
子
に
随
ひ
見
計
、
合
計
へ
以
相
談
可

申
付
事
。

一
、
病
人
は
、
三
日
御
扶
持
方
ゐ
さ
へ
可
申
候
。
三
日
よ
り
上
之
病

人
は
遂
吟
味
、
煩
於
無
紛
は
皆
可
被
下
候
。
但
、
早
速
本
復
仕
間
敷

a

も
の
は
、
見
計
御
園
h
相
、
返
、
或
は
暇
を
可
遣
事
。

一
、
足
騒
・
御
小
人
未
逃
於
有
之
は
、
震
過
料
一
日
に
二
升
充
可
取
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一
、
酒
宴
・
博
突
井
傾
城
町
・
見
物
場
へ
不
参
様
竪
可
申
付
候
。
若
相

背
者
於
有
之
は
、
殺
害
、
御
扶
持
を
放
、
或
品
に
よ
り
趨
銀
可
申
付

事。一
、
火
事
有
之
刻
は
、
足
極
・
御
小
人
二
府
陀
集
、
火
消
道
具
そ
れ
ぞ

れ
に
鏡
持
置
、
御
使
に
参
候
も
の
共
断
次
第
、
無
滞
可
渡
遣
事
。

一
、
自
然
御
屋
敷
之
内
火
事
之
刻
は
、
火
消
道
具
を
潟
持
-
風
下
へ

参
防
可
申
事
。

一
、
同
火
事
之
刻
、
自
分
之
道
具
を
除
、
火
本
b
不
出
も
の
は
、
過

怠
可
申
付
候
。
火
を
防
自
分
之
道
具
を
燐
候
も
の
は
、
致
吟
味
代
銀

を
以
可
被
下
事
。

一
、
風
吹
之
刻
は
、
足
騒
人
足
召
漣
罷
出
、
所
々
屋
根
h
上
げ
防
可

申
事
。

一
、
筋
合
人
は
、
共
日
よ
り
御
扶
持
方
押
へ
可
申
候
。
御
赦
兎
被
成
、

知
前
々
於
被
召
仕
者
、
飽
舎
仕
内
之
御
扶
持
方
不
残
可
被
下
事
。

て
叉
者
之
儀
、
主
人
よ
り
賄
可
申
候
。
但
主
人
御
聞
に
有
之
候
者
、

台
所
よ
り
賄
可
申
事
。

一
、
錨
舎
人
出
入
、
民
部
↑
織
部
手
形
を
以
鎗
可
相
渡
事
。

右
御
定
之
通
有
相
違
問
敷
者
也
。

加
賀
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御
定
笹
倉
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立
。
温
上
仕
も
の
に
は
、
骨
川
御
褒
美
一
日
に
四
升
充
可
被
下
事
。

一
、
遠
路
御
使
に
遺
候
も
の
、
前
二
目
、
罷
師
三
日
潟
休
可
申
候
。

俄
之
使
に
而
、
前
日
休
息
無
之
も
の
は
、
罷
蹄
四
日
潟
休
可
申
事
。

一
、
碓
氷
・
箱
根
よ
り
内
之
御
使
は
、
前
日
一
目
、
罷
蹄
一
日
露
休
可

・
申
候
。
但
、
前
日
休
息
無
之
候
は
官
、
罷
蹄
二
日
第
休
可
申
事
。

一
、
御
園
・
京
都
h
早
飛
脚
、
夏
五
日
・
各
六
日
二
時
、
此
刻
限
よ
り

早
参
候
は
官
、
ロ
聞
に
よ
り
御
褒
美
被
下
、
遜
き
も
の
は
路
銀
之
内
治

さ
へ
可
申
事
。

一
、
中
飛
脚
、
夏
七
日
・
各
九
日
、
此
日
限
よ
り
遮
〈
参
候
は

r
、路

銀
之
内
治
さ
へ
可
申
事
。

一
、
常
之
飛
脚
、
夏
十
日
・
多
十
二
目
、
此
日
限
よ
り
遅
参
候
は
官
、

路
銀
之
内
暑
さ
へ
可
申
事
。
但
不
叶
断
有
之
ば
各
別
之
事
。

一
、
殺
害
被
仰
付
者
紛
取
御
給
米
は
、
不
惑
可
被
下
候
。
御
扶
持
を

被
放
候
も
の
御
給
米
、
春
取
切
候
は
ピ
六
月
迄
は
日
算
用
を
以
取
越

し
、
七
月
よ
り
宋
は
皆
可
被
下
事
。

一
、
共
身
よ
り
御
限
申
上
者
は
、
御
給
米
日
算
用
を
以
可
鏡
返
上
事
。

一
、
病
死
仕
候
も
の
、
井
此
方
よ
り
暇
逃
候
も
の
御
扶
持
方
は
、
共

日
よ
り
取
上
、
御
給
米
は
務
取
候
分
皆
可
被
下
事
。
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一
、
私
共
儀
、
替
々
一
間
人
宛
、
御
横
目
一
人
宛
、
毎
日
劇
場
b
罷
出

相
勤
申
候
事
。

一
、
足
極
小
頭
・
足
軽
等
役
俄
申
渡
也
候
者
共
、
替
々
毎
日
制
場
h
錦

相
誌
、
御
用
第
相
勤
申
候
事
。

一
、
御
小
人
頭
之
俄
、
私
共
諸
事
支
配
仕
候
。
御
小
人
裁
許
之
俄
は
、

私
共
指
引
不
仕
候
。
但
、
用
之
儀
は
年
寄
中
h
直
に
相
建
申
候
事
。

一
、
嘉
節
・
朔
望
共
外
出
仕
有
之
閥
、
御
城
中
普
問
、
足
軽
割
場
よ

り
指
出
申
候
。
私
共
之
内
、
三
御
門
b
一
人
宛
相
詰
申
候
。
御
留
守

中
は
、
私
共
之
内
一
人
、
二
之
御
丸
b
相
訪
申
候
事
。

朱
番
。
宜
保
二
年
横
山
大
和
守
申
波
、
御
城
中
静
岡
、
大
組
御
持
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